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新潟県南魚沼市美佐島字細田93-2

施 設 整 備 状 況

亥管理地について南魚沼市より「占用許可」を得る必要がある。
・本地の東側道路の認定幅員は約53mであるが、さらに東側に市管理道路力

'あ
り、現況幅員は約67～78mとなっ

・宅地造成及び特定盛土等規制法の区域指定については、南魚沼市に確認ください。
・本地は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域外のため、本地で一定規模以上の開発、建築

為、及び一定規模以上の誘導施設開発、建築行為を行う場合には南魚沼市に届け出が必要である。
・本地は、南魚沼市ハザードマップにおいて、浸水想定区域に該当していない。 (詳細は、入札案内書「18 特約条

・土地履歴調査の結果、本物件においては、有害物質の使用・保管が懸念される事業所による土地の利用及び所有は
確認されなかった。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の関覧」参照。)

。地下埋設物調査 (ポーリング調査及び掘削調査)の結果、本物件においては、コンクリートガラ等の地下埋設物の
されている。 (詳細は、入札案内書 「18 特約条項及び資料の関覧」参照。)

なお、閲覧資料に記載されている推定埋設量及び埋設物はあくまでも調査による推定であるので、埋設量及び埋設

・本地の北西側空地 (国土交通省管理地)の反対側には、国道 17号線 (高架)が通っている。
・本地は、北西側で JR上越線の鉄道敷地に近接しているため、建物建築の際は、 JR東 日本新潟保線技術センター

と事前協議が必要である。
・本地の東側道路には、消雪パイプが埋設されているため、道路を掘削する場合は南魚沼市と事前協議が必要であ
る。
・本地の南側には、防火水槽が設置されているため、掘削する場合は、南魚沼市と事前協議が必要である。
・本地の東側道路は、冬期において掘削制限を受ける可能性があるため、冬期掘削制限等については、道路管理者
(南魚沼市)に確認ください。

・本地は地目が田となっているが、既に農地から除外されているため、農地法の適用を受けない。

札●カロ者ご自身において、現地及て
売買契約書の添付書類となります。法令に基 く諸条件についての調査確認を行つてください。なお、物件調書は、

最低売却価格   3,330000円
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現在の周辺状況と異なる場合があります。
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※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要国に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。

物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。
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国土交通省管理地 市管揮道路

建築基準法第42条
第1項第1号道路線
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